
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協議離婚の公正証書 手続のご案内 

 協議離婚の合意内容を公正証書にされますと、約束した金銭債務を履行しない

ときは、裁判手続をしないで直ちに強制執行の申立てができます。 

 協議離婚の話合いがついたら、なるべく離婚届出の前に公正証書を作成する手

続をしてください。離婚届出をした後でも、話合いがまとまれば公正証書の作成

は可能ですが、離婚の証明、住所・氏名の変更等の証明書類が必要となります。 

●公証役場へお越しになる前に…● 

 夫婦間で、以下のことをよく協議し、話をまとめてください。 

 
 

１．夫婦間に未成年の子がいる場合は、その子の親権者を夫婦のどちらか一方に 

  決めてください。 

 

２．離婚後、未成年の子を実際に養育する者と、養育費を負担する者を決めてく

ださい。 

 

３．養育費の金額や支払方法等を、明確に決めてください。 
 
  ①いつからいつまで払うのか。 

    いつから・・・令和〇〇年〇〇月から 

    いつまで・・・（例）子供が１８歳に達する月まで 

              子供が２２歳に達する月の翌年３月まで等 
 
  ②毎月いくら払うのか。（１人当たり月額〇〇円） 

   ※１人当たりは不変ですが、毎月・定額などにかかわらず、変則、段階的、 

    ボーナス払い、加算等も可能です。（下記④※ 参照） 
 
  ③毎月〇〇日までに支払うのか。 
 
  ④どのように支払うのか。（〇〇の指定する〇〇名義の金融機関口座に振込 

   む方法により支払う。振込手数料の負担者は〇〇） 

   ※ボーナス期に支払いまたは加算する場合 

（例：令和〇〇年〇〇月から令和〇〇年〇〇月まで、毎年〇〇月、〇〇月

の各月〇〇日までに、各金〇〇円を支払う。） 

 

あらかじめ決めておくこと  
 

４．慰謝料、債務弁済、生活補助費等があるときは、金額、支払時期、支払方法を 

  明確に決めてください。分割払いの場合は、いつからいつまで、月払いや年払い 

  ボーナス払い等、１回の支払金額、支払期日（毎月〇〇日までに等）、支払 

  方法（振込・持参）等、詳しく決めてください。 

  また、債務弁済があるときは、借用書等事実関係がわかるものが必要です。 

 

５．財産分与として現金を給付する場合も、前記４の場合と同様に詳しく決めてく

ださい。土地・建物等の資産を財産分与として給付する場合は、その財産の明

細がわかる資料（評価証明及び登記簿謄本等）を用意してください。 

  また、相手名義の不動産に無償で居住する場合は、その旨申し出てください。 

 

６．金銭の支払いは、無理なく確実に支払えることが大切です。話合いがつけば、 

  連帯保証人をつけることもできます。 

 

７．債務履行を確実にするために、通常は、公正証書の中に「〇〇は本証書記載の 

  金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」という 

  条項を入れているので、このことについても当事者間で話し合ってください。 

 

８．そのほか、年金分割や子どもとの親子交流に関する条項、特別出費（子どもの

病気・怪我、進学等の事由による大きな出費）の負担割合に関する条項を入れ

ることもできます（その都度協議する、○：△の割合で負担する 等）。 

詳しくは、打合せの際にご相談ください。 

ｍｅｍｏ 

裏面もご覧ください。→ → → 

※注意※  
 公正証書は、夫婦揃って来所いただけない場合は作成することができません。 
 お越しになる前に、相手方が公証役場へ行くことを了承しているのかどうかを確認してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●話し合いがまとまったら…● 

 以下の手順で、公正証書を作成する手続を行います。 

 

１．当事者間での話合いで決まったことをメモにしてください。 

２．打合せ・証書作成のための必要書類を用意してください。 

   
 
 【身分証明関係】 

  ☆夫婦双方の運転免許証（役場でコピーを取ります）または印鑑登録証明書 

   又はマイナンバーカード（写真付） 

  ☆戸籍謄本（抄本ではありません） 

  ・免許証等の住所と現在の住所が異なる場合は、住民票 

  ・連帯保証人がある場合は、その人の運転免許証、マイナンバーカードのコピー

又は印鑑登録証明書 
 

 【養育費・慰謝料・生活補助費等があるとき】 

  ・振込の場合は、振込先口座がわかるもの（通帳のコピー 等） 
 

 【債務弁済があるとき】 

  ・借用書や契約書等、事実関係がわかるもの 
 

 【財産分与があるとき】 

  ・不動産の場合は、登記簿謄本と評価証明書（固定資産税の通知書でも可） 

  ・自動車の場合は、車検証 

  ・現金、預貯金等の場合は、通帳証券等（特記の必要がある場合のみ） 
 

 【年金分割があるとき】 

  ・基礎年金番号がわかるもの（年金手帳、ねんきん特別便等） 

  その他、内容によっては別途必要となる書類がある場合もあります。 

 

 

３．事前予約の上、必要書類及びメモを持って、公証役場へ打合せにお越しくだ

さい。（ご夫婦揃って来ていただけない場合は、どちらか一方でも結構です。） 

 

４．調印日をご予約ください。 

  （公正証書の作成には１週間～１０日間ほどかかります。打合せ当日に   

作成するわけではありませんのでご注意ください。） 

 

５．調印日に、当日のお持ち物と手数料を持参の上、夫婦揃って公証役場へお越しく

ださい。 

  連帯保証人がある場合は、その方もお越しください。 

 （通常、公正証書の調印は代理人でも可能ですが、離婚という事柄の性質上、 

  本人に来ていただく必要があります。） 

  【印鑑のご持参が必要な場合】 

   ・身分証明が印鑑登録証明書の方…実印 

 

６．当事者に署名していただき、完成した公正証書の原本は、公証役場で保管し

ます。当事者には正本または謄本を渡しますので、大切に保管してください。 

 

７．公正証書作成には、手数料及び正本・謄本代がかかります。 

  手数料は、項目毎の金額（支払期間が５年を超えるときは５年分の合計  

額）を、それぞれの目的の価額として計算します。 

  正本・謄本代は、用紙１枚につき３００円（１通あたり５～７枚程度）です。 

  詳しくは、打合せの際にお問い合わせください。 

 

 

 必要書類（☆印は、作成内容・状況にかかわらず必ず要るもの） 

公正証書作成手順 

   （目的の価額）     （手数料額） 

     ５０万円まで      ３０００円 

    １００万円まで      ５０００円 

    ２００万円まで      ７０００円 

    ５００万円まで     １３０００円 

   １０００万円まで     ２００００円 

   ３０００万円まで     ２６０００円 

   ５０００万円まで     ３３０００円 

（５０００万円を超える場合は公証役場でお尋ねください。） 

加古川市加古川町北在家２００６番地（永田ビル２階） 
 

加 古 川 公 証 役 場 
 

ＴＥＬ．０７９－４２１－５２８２ 

ＦＡＸ．０７９－４２１－５４７４ 

（加古川市役所の南１５０ｍ・小柳公園の東 Ｐ有り） 

＊ 打合せ受付（要予約） 

   平日   ９：００～１１：００ 

       １３：３０～１５：３０ 

＊ 調印（要予約） 

   平日   ９：００～１１：００ 

       １３：３０～１５：３０ 

 （調印日の所要時間は約３０分です。） 


